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逃 湮！

溢 皿 ―

l

〇 巴 ― ＿ 津 序 巨 汁 翌 氏 A 3 滸 漆 尚 踪 忌 旦 畠 扇 知 ⇔ 勅 竺 ぃ

湮 斗 が 迩 翌 S I 衷 5 廷 I E - - t 6  ffl 翌 （ 謬 漆 器 ）

〇 賑 励 3 躁 宣 ポ ミ 巴 塁 溢 言 葉 宣 3 藍 翌 冷 珊 幸 奪 竺 い 湮

斗 が 翌 浬 恙 f T 迩 翌 S I 翌 肉 姑 I E - - t 6 溢 温 ― l ( ） 慨 栗 ）

〇 巴 ― ＿ 津 需 牢 握 翫 翌 浬 雙 士 塁 ― l s l 翌 肉 姑 臣 斗 か 茫 翌

（ 津 邪 冷 蔀 墨

〇 霊 差 知 席 知 〇 詈 吉 郡 珊 翌 即 吉 戸 湮 斗 翌 氏 蒋 雙 ユ 翠 塁 ― l s

ー 衷 肉 姑 臣 斗 が 已 ― l （ 蔀 璽 塾 烹 即 芦 器 ）

〇 巴 ― ＿ 津 臣 霧 叩 論 涵 集 耳 柿 澪 柿 空 l s l 衷 肉 姑 臣 斗 か 浩 翌

（ 雨 沸 避 遡 栗 ）

石 川 県 規 則 第 九 号

議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 三 年 石 川 県 規 則 第 五 十 九 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 七 条 の 二 第 二 号 中 「 場 合 又 は 」 を 「 場 合 、 同 法 第 六 十 四 条 の 規 定 に よ る 保 護 処 分 と し て 少 年 院 に 送 致 さ れ 、 収 容

さ れ て い る 場 合 、 同 法 第 六 十 六 条 の 規 定 に よ る 決 定 に よ り 少 年 院 に 収 容 さ れ て い る 場 合 又 は 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 第 二 号 5 中 「 皮 膚 か い よ う 」 を 「 皮 膚 潰 瘍 」 に 改 め 、 同 表 第 三 号 3 中 「 チ ェ ン ソ ー 、 ブ ッ シ ュ ク リ ー ナ ー 、

さ く 岩 機 」 を 「 チ ェ ン ソ ー 、 ブ ッ シ ュ ク リ ー ナ ー 、 削 岩 機 」 に 、 「 末 し よ う 循 環 障 害 、 末 し よ う 神 経 障 害 」 を 「 末 し ょ

う 循 環 障 害 、 末 し ょ う 神 経 障 害 」 に 改 め 、 同 表 第 四 号 1 中 「 疾 病 で あ っ て 」 を 「 疾 病 で あ っ て 」 に 改 め 、 同 号 2 中

「 ふ つ 素 樹 脂 」 を 「 ふ っ 素 樹 脂 」 に 改 め 、 同 号 3 中 「 う る し 」 を 「 漆 」 に 改 め 、 同 表 第 七 号 1 及 び 2 中 「 尿 路 系 し ゅ

よ う 」 を 「 尿 路 系 腫 瘍 」 に 改 め 、 同 号 3 中 「 四 ー ア ミ ノ ジ フ エ ニ ル 」 を 「 四 ー ア ミ ノ ジ フ ェ ニ ル 」 に 、 「 尿 路 系 し ゅ
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今 苫 5 年 3 J = l  3 1  1 3  ( ~ I恙 H ) が 涵 お 歯

石 川 県 知 事 馳

石 川 県 規 則 第 八 号

石 川 県 公 立 大 学 法 人 の 業 務 運 営 並 び に 財 務 及 び 会 計 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 公 立 大 学 法 人 の 業 務 運 営 並 び に 財 務 及 び 会 計 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 三 年 石 川 県 規 則 第 九 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

第 九 条 中 「 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書 及 び 行 政 サ ー ビ ス 実 施 コ ス ト 計 算 書 」 を 「 純 資 産 変 動 計 算 書 及 び キ ャ ッ シ ュ ・

フ ロ ー 計 算 書 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 九 条 の 改 正 規 定 は 、 施 行 の 日 以 後 終 了 す る 事 業 年 度 か ら 適 用 す る 。

議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 知 事 馳

0 塁 一 津 腰 疇 ， 雨 理 璽 知 寮 柿 諏 裔 鳶 中 翌 涅 雙 コ 塁 ― l s l 翌

肉 姑 臣 斗 か 浩 翌 （ サ 匿 娯 雨 沸 嘩 i 呻 叫 叫 ）

〇 巴 ― ＿ プ 7 4 さ E E Y ヽ ー 翌 浬 雙 ヰ 塁 ― l 槃 S I 衷 肉 姑 臣

斗 が 迩 翌 （ 煕 涛 忘 遡 器 ）

〇 澪 雙 海 舟 冥 澪 甘 踪 竺 品 ゴ ぶ 已 ― l s l 翌 肉 姑 臣 斗 が 浩

翌 （ 遠 壼 冷 画 果 ）

〇 巴 ―― 翌 せ 蕎 ・ 辻 さ 隙 滸 廷 啜 諏 裔 翌 士 塁 ― l s l 翌 肉 廷 臣

斗 が 迩 翌 ( 5 翌 1 略 津 器 ）

7  h  
n  

〇 巴 ―― 津 腰 疇 ， 雨 理 案 症 寮 柿 諏 裔 鳶 中 冷 室 恙 f H 洒 空 l 戸 桝 心

A 茄 崎 雨 沸 斎 湮 （ 芸 娯 雨 沸 嘩 両 服 ）

石 川 県 公 立 大 学 法 人 の 業 務 運 営 並 び に 財 務 及 び 会 計 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 三 十 一 日
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今 苫 5 年 3 J = l  3 1  1 3  ( ~ I恙 H )

公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

「 雲 菩 薔 嗚 識

を 斤 3 堂 喝 宝

「 雲 菩 薔 嗚 諜

別 記 様 式 第 一 号 中

合 希 H I I J

斤 3 堂 喝 宝 」

別 記 様 式 第 四 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

が

に 改 め る 。

石 川 県 統 計 調 査 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 規 則 第 十 号

石 川 県 統 計 調 査 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 統 計 調 査 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 一 年 石 川 県 規 則 第 八 号 ）

第 六 条 第 二 号 中 「 第 八 条 」 を 「 第 十 条 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 規 則 第 十 ＿ 号

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

精 神 保 健 及 び 精 神 障 害 者 福 祉 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 昭 和 四 十 一 年 石 川 県 規 則 第 七 号 ）

る 。

涵 お 歯

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

石 川 県 知 事 馳

石 川 県 知 事 馳

よ う 」 を 「 尿 路 系 腫 瘍 」 に 改 め 、 同 号 4 中 「 四 ー ニ ト ロ ジ フ エ ニ ル 」 を 「 四 ー ニ ト ロ ジ フ ェ ニ ル 」 に 、 「 尿 路 系 し ゅ

よ う 」 を 「 尿 路 系 腫 瘍 」 に 改 め 、 同 号 8 中 「 中 皮 し ゅ 」 を 「 中 皮 腫 」 に 改 め 、 同 号 1 0 中 「 肝 血 管 肉 し ゅ 」 を 「 肝 血 管

肉 腫 」 に 改 め 、 同 号 1 6 中 「 1 か ら 1 5 ま で 」 を 「 1 か ら 1 6 ま で 」 に 改 め 、 同 号 中 1 6 を 1 7 と し 、 同 号 1 5 中 「 ピ ッ チ 、 ア ス

フ ア ル ト 又 は パ ラ フ ィ ン 」 を 「 ピ ッ チ 、 ア ス フ ァ ル ト 又 は パ ラ フ ィ ン 」 に 改 め 、 同 号 中 1 5 を 1 6 と し 、 同 号 1 4 中 「 骨 肉

し ゅ 、 甲 状 せ ん が ん 、 多 発 性 骨 髄 し ゅ 又 は 非 ホ ジ キ ン リ ン パ し ゅ 」 を 「 骨 肉 腫 、 甲 状 腺 が ん 、 多 発 性 骨 髄 腫 又 は 非 ホ

ジ キ ン リ ン パ 腫 」 に 改 め 、 同 号 中 1 4 を 1 5 と し 、 1 3 を 1 4 と し 、 1 2 を 1 3 と し 、 1 1 を 1 2 と し 、 そ の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

1 1 三 ．， 三 ー ジ ク ロ ロ ー 四 ． ， 四 ー ジ ア ミ ノ ジ フ ェ ニ ル メ タ ン に さ ら さ れ る 業 務 に 従 事 し た た め 生 じ た 尿 路 系 腫

瘍

別 表 第 一 第 八 号 中 「 わ た っ て 」 を 「 わ た っ て 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

1 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

2 こ の 規 則 に よ る 改 正 後 の 別 表 第 一 第 七 号 の 規 定 は 、 令 和 五 年 一 月 十 八 日 以 後 に 発 生 し た 事 故 に 起 因 す る 公 務 上 の

災 害 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 発 生 し た 事 故 に 起 因 す る 公 務 上 の 災 害 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。
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令和 5年 3月 31日（金曜日） 石川県公報 号 外

別記様式第4号（第4条関係）

入 院 同 意 書

1 医療保護入院の同意の対象となる精神障害者本人

住 所 ＇ 〒

フリガナ
-----------------

氏名

生年月日 年 月 日

2 医療保護入院の同意者の申告事項

〒
9 — ‘ 

住 所
T 

フリガナ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

氏 名

ヽ—
ノ

生年月日 年 月 日 年 月 日

本人との関係

1 配偶者 2 父母（親権者で ある・ない） 3 祖父母等 4 子・孫等 5 兄弟姉妹

6 後見人又は保佐人 7 家庭裁判所が選任した扶養義務者（ ） 

（選任年月日 年 月 日）

なお、以下のいずれにも該当しないことを申し添えます。

①本人と訴訟をした者、本人と訴訟をした者の配偶者又は直系血族、②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、

保佐人、補助人、③患者に対する虐待等（配偶者暴力、児童虐待、高齢者虐待、障害者虐待）を行っている者、

④精神の機能の障害により同意又は不同意の意思表示を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通

を適切に行うことができない者、⑤未成年者

※親権者が両親の場合は、両親とも署名の上記載して下さい。

以上について、事実と相違ないことを確認した上で、 1の者を貴病院に入院させることに同意します。

精神科病院の管理者様

年 月 日

氏名

苺豆

（醐ヒ芸m)

一 リS疲豆竺,1P-品洪母国匹 1[Il全心醐ヒヤ心゜

掌哩把網）

⑳ ~JC疲豆旦廿心活玉i忌 S淀要：迷：要但メ己淀要：翌檸猥I追誌且旦臣ヤ心迅赳据員こ思豆 S疲祖れ」均でニャ迅丑苔⇒心庄棄竺'

各将罰＜尺S巨’志蔀S匿鋸如⇒ヤ単庄ヤ心リ心芯や如心゜

出三声繍訳噂麟戸［出認［恒豆81麟嗣炉疇 豆知）リ謬号心゜

如品洪母Ii1匹111+1 [Il 
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令和 5年 3月 31日（金曜日） 石川県公報 号 外

に三芸呈岳 醤

印三墜要忌掘+11□1r
出三~1吋筵ぐ口嗚鰹苔臣牲迄牲豆 C l 活如洛玉ヤ心疲豆

出三~1吋筵ぐ口嗚鰹苔臣牲迄牲豆（苦品井十兵母占三芸疲豆踪 1 1 +国 rr)r:> ) C I 活如¾C 号,r,旦洛玉ヤ心゜

忌砥抵1 I 如¾C 号,r,旦活袋心゚

別表第 2 (第 5条関係）

ロ
｝
4” 

（第三看護学科）

教 -;:b.; 目 内 容 授 業 科 目 単位数 時間数

科 学的思考の基盤 日 本 語 表 現 法 1 30 

情 報 科 呂子 I 1 30 

情 報 科 呂子 II 1 30 

統 計 呂子 1 15 

基 人 間 と生活・社会の理解 倫 理 呂子 1 30 

i心 理 P-4 子 1 30 

礎 行 動 科 邑子 1 15 

人 間 関 係 ＝＝P入lffi —• 1 30 

ノ刀＼ 教 二目 呂子 1 30 

文 化 人 類 呂子 1 15 

野 医 療 英 語 1 30 

社 会 呂子 1 30 

生 活 科 邑子 1 15 

レ ク リ 工
~ シ ヨ ン ＝＝P入lffi —• 1 15 

小 計 14 (345) 

人 体の構造 と 機能 解 剖 呂子 1 30 

生 理 呂子 1 30 

生 化 呂子 1 15 

専 疾病の成り 立ち と回復の促進 病 理 邑子 1 30 

疾 病 ＝＝P入lffi —• I 1 30 

門
疾 病 ＝＝P入lffi —• II 1 30 

基 疾 病 ＝＝P入lffi —• III 1 30 

治 療 総 ＝＝P入lffi —• I 1 15 

礎 治 療 総 ＝＝P入lffi —• II 1 30 

ノ刀＼ 形 態 機能 と 疾病理解の看護学的 視 点 1 30 

健 康支援 と社会保 障 制 度 公 衆 衛 生 呂子 1 30 

野
社 会 福 祉 ＝＝P入lffi —• 1 15 

保 健 医 療 制 度 ＝＝P入lffi —• I 1 30 

保 健 医 療 制 度 ＝＝P入lffi —• II 1 15 

小 計 14 (360) 

基 礎 看 護 邑子 看 護 邑子 概 ＝＝P入lffi —• 1 30 

フ イ ジ 力 Jレ ア セ ス メ ン 卜 1 30 

人 間 関 係 技 術 1 15 

呂子 刃自刃 支 援 1 15 

看 護 過 程 1 30 

対象の 状 態に応 じ た看護実践 1 30 

看 護 研 究 1 30 

地 域・在宅看護論 地 域 と 暮 ら し 1 30 
専

家 族 看 護 ＝＝P入lffi —• 1 15 



令和 5年 3月 31日（金曜日） 石川県公報 号 外

地 域 在 宅 看 護 総 ＝＝P入lffi —• 1 30 

地 域 在 宅 看 護 援 助 ＝＝P入lffi —• I 1 30 

地 域 在 宅 看 護 援 助 ＝＝P入lffi —• II 1 30 

成 人 看 護 呂子 成 人 看 護 呂子 概 ＝＝P入lffi —• 1 15 

成 人 看 護 呂子 援 助 ＝＝P入lffi —• I 1 30 
門

成 人 看 護 呂子 援 助 ＝＝P入lffi —• II 1 30 

成 人 看 護 呂子 援 助 ＝＝P入lffi —• III 1 15 

老 年 看 護 呂子 老 年 看 護 呂子 概 ＝＝P入lffi —• 1 30 

老 年 看 護 邑子 援 助 ＝＝P入lffi —• I 1 30 

老 年 看 護 呂子 援 助 ＝＝P入lffi —• II 1 30 

小 ノ1日L』 看 護 呂子 小 ノ1日L』 看 護 呂子 概 ＝＝P入lffi —• 1 30 
ノ刀＼ 

小 ノ1日L』 看 護 呂子 援 助 ＝＝P入lffi —• I 1 30 

小 ノ1日L』 看 護 呂子 援 助 ＝＝P入lffi —• II 1 15 

母 性 看 護 P-4 子 母 性 看 護 P-4 子 概 論 1 30 

母 性 看 護 邑子 援 助 ＝＝P入lffi —• I 1 30 

母 性 看 護 呂子 援 助 ＝＝P入lffi —• II 1 30 

精 神 看 護 呂子 精 神 看 護 呂子 概 ＝＝P入lffi —• 1 15 
野

精 神 看 護 呂子 援 助 ＝＝P入lffi —• I 1 30 

精 神 看 護 呂子 援 助 ＝＝P入lffi —• II 1 30 

看護の 統合と実践 看 護 の 統 合 と 実 践 I 1 15 

看 護 の 統 合 と 実 践 II 1 15 

看 護 の 統 合 と 実 践 III 1 15 

看 護 の 統 合 と 実 践 N 1 15 

看 護 の 統 合 と 実 践 V 1 15 

小 計 33 (810) 

基 礎 看 護 呂子 基 礎 看 護 呂子 実 刃白刃 2 90 

地域・在宅看護論 地 域 在 宅 看 護 ＝＝P入lffi —• 実 刃自刃 I 2 64 

臨 地 域 在 宅 看 護 ＝＝P入lffi —• 実 刃自刃 II 2 64 

成 人 看 護 呂子 成 人 看 護 呂子 実 刃自刃 2 90 

地
老 年 看 護 呂子 老 年 看 護 呂子 実 刃自刃 2 90 

実 小 ノ1日L』 看 護 呂子 小 ノ1日L』 看 護 呂子 実 刃白刃 2 90 

母 性 看 護 呂子 母 性 看 護 呂子 実 刃白刃 2 64 
刃白刃

精 神 看 護 邑子 精 神 看 護 邑子 実 刃自刃 2 90 

看 護 の 統 合 統 合 実 刃自刃 2 90 

小 計 18 (732) 

総 計 79 

（注） 1単位の授業時間数は、講義15時間から30時間、臨地実習は30時間から45時間とする。
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別 表 2 の 表 田 の 項 中 一 嗣 辮 意 3 臣 塗 濡 冥 澪1雰季
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（ 石 川 県 工 業 試 験 場 等 の 手 数 料 に 関 す る 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 二 条 石 川 県 工 業 試 験 場 等 の 手 数 料 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 規 則 第 十 三 号 ）

:  別 表 1 の 表 田 の 項 中 口漆 器 衿 t s

1 雰 季

1 冥 季

口 ＋ 七 一 時 間 に つ き

口 ＋ 六 一 時 間 に つ き

別 表 三 十 六 の 項 を 次 の よ う に 改 め る 。

口 ＋ 五 複 合 振 動 試 験 機 （ 振 動 試 験 ）

複 合 振 動 試 験 機 （ 温 湿 度 複 合 振 動 試 験 ）

別 表 中 五 十 五 の 項 を 五 十 六 の 項 と し 、 四 十 八 の 項 か ら 五 十 四 の 項 ま で を 一 項 ず つ 繰 り 下 げ 、 同 表 四 十 七 の 項 中

「 サ ン シ ャ イ ン ウ ェ ザ ー メ ー タ 」 を 「 高 照 度 キ セ ノ ン ウ ェ ザ ー メ ー タ 」 に 、 「 一 、 八 一 0 円 」 を 「 一 、 三 五 0 円 」

に 改 め 、 同 項 を 同 表 四 十 八 の 項 と し 、 同 表 中 四 十 六 の 項 を 四 十 七 の 項 と し 、 三 十 八 の 項 か ら 四 十 五 の 項 ま で を 一 項

ず つ 繰 り 下 げ 、 三 十 七 の 項 を 三 十 八 の 項 と し 、 同 項 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。

複 合 振 動 試 験 機 （ 温 湿 度 試 験 ）

一 時 間 に つ き

今 苫 5 年 3 J = l  3 1  1 3  ( ~ I 恙 H )

石 川 ト ラ イ ア ル セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

が 涵 お 歯

に 改 め る 。

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

石 川 県 知 事 馳

石 川 県 知 事 馳

石 川 県 緊 急 医 師 確 保 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

1 .  3 2 0 F 9 を

」
〕

：  3
,  

6 9 0 F 9  
」

一 、 三 六 0 円

＇ 
ノ‘ 一 七 0 円

四 、 三 五 0 円

石 川 県 規 則 第 十 三 号

石 川 県 緊 急 医 師 確 保 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 緊 急 医 師 確 保 修 学 資 金 貸 与 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 年 石 川 県 規 則 第 四 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 三 条 第 一 項 に 次 の 一 号 を 加 え る 。

四 医 師 不 足 地 域 （ 医 療 法 第 三 十 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ り 県 が 定 め る 医 療 計 画 に お い て 設 定 す る 医 療 圏 の う ち 人

口 十 万 人 当 た り の 医 師 の 数 が 全 国 の 平 均 を 下 回 っ て い る 二 次 医 療 圏 を い う 。 ） に 所 在 す る 地 域 医 療 支 援 病 院

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 規 則 第 十 四 号

石 川 ト ラ イ ア ル セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

（ 石 川 ト ラ イ ア ル セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 一 条 石 川 ト ラ イ ア ル セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 年 石 川 県 規 則 第 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 二 十 九 の 項 中 「 四 二 0 円 」 を 「 四 七 0 円 」 に 改 め 、 同 表 中 三 十 四 の 項 を 削 り 、 三 十 五 の 項 を 三 十 四 の 項 と し 、

同 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。
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令和 5年 3月 31日（金曜日） 石 J II 県 公 報

「
編織物の通気度試験 1試料

「
忌砥 Cl)C楽三S密廿 電解式試験 1 層

「
硬度測定 1測定

号 外

1,440円］ 旦洛袋心゚
」

2,250円］羞
」

980円］如声＇匡砥さ辱廿
」

キセノンフェード
1試料

メーターによるも
20時間

の

4,050円

l20時間を超えるときは、 1時間

：。超えるごとに190円を加算す］」

如冠~-匡楽さS密廿「13,210円」如

「13,340円」旦, I物性試験（引張り、切断等）
1試料

1項目
1,320円 I 如

物性試験（引張り、切断等）

微生物試験（一般生菌等）

1試料

1項目

1試料

1,320円

1,570円

旦洛袋心゚

忌砥 L()C照旦¾C 号,r,旦呂A沢心゚

8,000円

熱拡散率測定 1測定 [1温度水準を増すごとに3,810]

(18) 熱拡散率測定試験
円を加算する。

熱拡散率測定（比 13,800円

熱測定を含める場 1測定 [1温度水準を増すごとに5,070]

合） 円を加算する。

忌砥CDC砥さS密廿「1,080円」如「1,490円」旦洛袋心゜

忌砥~c楽三 S密旦¾C 号,r,旦呂A沢心゚

2,340円

自動研磨機 1時間
（樹脂埋めが 1個を超えるときは、‘

2個目から 1個増すごとに770

＼円を加算する。

振動研磨機 1時間 1,210円

断面試料作製装置 1時間 5,820円

謬琴臼謬廿「1通気度試験機 I 1時間 I

「
I通気度試験機 I 1時間 I

490円］如
」

1,130円］譴唸匡密謬s玉
」

旦呂A沢心゚

I携帯型光沢計 三 三
「

謬琴楽三遷廿 i硬度・顕微鏡測定システム 三 520円］如
」

冠~-匡密旦¾C 号,r,旦呂A沢心゚

［フラッシュ法熱伝導率測定装置 三 竺
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技 能 検 定 試 験 手 数 料 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 規 則 第 十 五 号

技 能 検 定 試 験 手 数 料 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

技 能 検 定 試 験 手 数 料 に 関 す る 規 則 （ 平 成 十 二 年 石 川 県 規 則 第 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 二 条 第 一 項 第 三 号 中 「 雇 用 保 険 法 （ 昭 和 四 十 九 年 法 律 第 百 十 六 号 ） 第 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 被 保 険 者 で あ る 者 」

の 下 に 「 又 は 次 条 各 号 に 掲 げ る 者 」 を 加 え る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

石 川 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 五 年 三 月 三 十 一 日

石 川 県 規 則 第 十 六 号

石 川 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

石 川 県 林 業 ・ 木 材 産 業 改 善 資 金 貸 付 規 則 （ 平 成 十 五 年 石 川 県 規 則 第 六 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 四 条 第 二 項 第 八 号 中 「 公 共 建 築 物 等 に お け る 木 材 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 二 年 法 律 第 三 十 六 号 ） 第

十 二 条 」 を 「 脱 炭 素 社 会 の 実 現 に 資 す る 等 の た め の 建 築 物 等 に お け る 木 材 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 二 年

法 律 第 三 十 六 号 ） 第 十 九 条 」 に 改 め 、 同 項 に 次 の 二 号 を 加 え る 。

十 森 林 の 間 伐 等 の 実 施 の 促 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 第 十 六 条 に 規 定 す る 資 金 十 二 年 以 内

十 一 環 境 と 調 和 の と れ た 食 料 シ ス テ ム の 確 立 の た め の 環 境 負 荷 低 減 事 業 活 動 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 （ 令 和 四 年 法

律 第 三 十 七 号 ） 第 二 十 四 条 第 二 項 に 規 定 す る 資 金 十 二 年 以 内

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

芭 ― ― 涵 呻 引 翌 3 7 ~

さ ― ― 津 腰 姿 雨 酉 蛮 翌 需 柿 諏 命 鳶 中 翌 圭 登 誼 喜 ＿ l （ 祠 穏 0 将 さ ― ― 津 泄 翌 詈 5 中 ） 瀕 3 沖 瀕 1 涵 3 泄 溌 言 斤 戸 喋 溌 雨

涛 蒜 涅 や 斉 3 斤 笞 0 閑 さ f r l
o

今 苫 5 希 3 J j  3 1 1 3  

寄 浣 雨 涛 蒜 涅 3 含 菩

芹 玲 雨 涛 許 A 王 国 鰈 官 玲

寄 溌 弁 H I I J
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浸 湖 霧 吟 瀕 蔀

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

汀
加 熱 ・ 搬 送 シ ス テ ム

コ ー ン カ ロ リ ー メ ー タ ー

今 苫 5 年 3 J = l  3 1  1 3  ( ~ I 恙 H )
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（ い し か わ 次 世 代 産 業 創 造 支 援 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

第 三 条 い し か わ 次 世 代 産 業 創 造 支 援 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 二 十 三 年 石 川 県 規 則 第 六 号 ）

改 正 す る 。

別 表 二 十 三 の 項 中 「 五 、 六 四 0 円 」 を 「 五 、 八 三 0 円 」 に 改 め 、 同 表 に 次 の よ う に 加 え る 。

が 涵 お 歯

主 ） ― - 津 冷 ＝ 景 渥

石 川 県 知 事 馳

石 川 県 知 事 馳

三
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一 八 0 円

七 二 0 円

の 一 部 を 次 の よ う に
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